
 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人技能実習制度の見直し 

 2023年 11月 24日に技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議（16回） 

 が開催され、最終報告書（案）が報告されました。 

＜見直しに当たっての 4つの方向性＞ 

 1.技能実習制度を、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度とするなど、実態に 

  即した見直しとすること 

 2.外国人材に日本が選ばれるよう、技能・知識を段階的に向上させその結果を客観的に 

  確認出来る仕組みを設けることでキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能 

への円滑な移行を図ること 

 3.人権保護の観点から、一定要件の下で本人意向の転籍を認めるとともに、監理団体等 

  の要件厳格化や関係機関の役割の明確化等の措置を講じること 

 4.日本語能力を段階的に向上させる仕組みの構築や受入れ環境整備の取組により、 

  共生社会の実現を目指すこと 

 ＊詳細は添付資料を参照願います。 
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 組合員の皆様へ 

大変寒さの厳しい気候が続いておりますので、特に屋外作業では防寒対策  

をしっかりして風邪・インフルエンザ等にかからないように、体調管理に   

十分留意する様お願いします。又、コロナ感染症、インフルエンザ予防      

として、うがい、マスク着用、手洗い等の感染症対策を徹底願います。 

 

新年のご挨拶 

謹んで新春をお祝い申し上げます。皆様におかれましては新年を清々しい気持ちでお迎えの

こととお喜び申し上げます。旧年中は大変お世話になり、多くのお力添えをいただき、誠に

ありがとうございました。 

今年も、組合職員一同更なる技能実習企業・実習生に対する監理業務の充実、サービスの 

向上に努めて参ります。今後、外国人技能実習制度は大きく見直しされますので、的確に 

情報収集を行い、新しい制度の内容を精査し、対応していきます。 

皆様からより一層のご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人技能実習生総合共済 

外国人技能実習生は技能実習期間中に発生する傷害・疾病・事故に伴う治療費を補償する 

総合共済に加入しております。 

 実習期間中に業務以外にて発生しました傷害・疾病・事故により最寄りの病院にて 

 治療を行った際には、速やかに組合に所定の用紙にて傷病の報告書、診療費明細書等を 

 提出する様にお願い致します。 

外国人技能実習機構による実地検査 

外国人技能実習機構は実習実施企業に対して、3年に 1回実地検査を行います。 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に関する法令違反については

外国人技能実習機構から「改善勧告書」及び「改善指導書」が出されます。 

実習実施企業は改善期日までに必ず改善の上、報告する事が求められておりますので遵守願い 

ます。 

 外国人技能実習機構の実地検査は原則として事前予告無く行われますので、法令を遵守し、 

技能実習法及び労働関連法令で定められた帳簿書類については、常日頃より継続的に作成、 

備え付けをお願いします。 

 

国外居住親族に係る扶養控除制度 

外国人技能実習生が国外居住親族について扶養控除、配偶者控除、障碍者控除等の適用を受けるため

には一定の確認資料（親族関係書類・送金関係書類）の提出が必要です。 

また、令和 5 年 1 月からは扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族（居住者の親族のうち、

合計所得金額が 48 万円以下である者）のうち下記(1)から (3)のいずれかに該当する者に限られるこ

ととされました。 

(1)年齢 16歳以上 30歳未満の者 

(2)年齢 70歳以上の者 

(3)年齢 30歳以上 70歳未満の者のうち、 

①留学により国内に住所及び居住を有しなくなった者 

②障害者 

③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を 38万円以上受けている者 

 

緊急連絡先 

【事務局】        TEL ：048-755-9591  FAX：048-755-9827 

【組合職員携帯】    080-4467-1738(髙橋) 090-7019-4221(尾﨑) 070-3667-8667（杉戸）                           

 






